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1. はじめに 

(1) 経営戦略策定の趣旨と位置づけ 

本町の下水道事業は平成 2 年９月の供用開始以来、町民の皆様の環境衛生の
向上に努め、令和 6 年度現在の普及率は 99.2％となりました。 

本町は、今後、人口が緩やかに減少していくと見込んでおり、加えて、物価高騰と施
設の老朽化に伴う更新投資に係る費用の増加等により、下水道事業を取り巻く経営
環境は一層厳しいものとなっていくと予想しています。 

このような経営環境の中でも、将来に渡って安定的に事業を行うため、本町下水道
事業の現状と将来の見通しを分析し、中⾧期的な基本計画である「朝日町下水道事
業経営戦略」を改定しました。 

 

(2) 計画期間 

総務省が示す「経営戦略策定ガイドライン」における「中⾧期的な視点から経営基
盤の強化等に取り組むことができるように、計画期間は 10 年以上を基本とする」という
考え方に基づき、令和 8 年度から令和 17 年度の 10 年間を本計画の計画期間とし

ます。 
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2. 事業概要 

(1) 事業の現況（令和 7 年 3 月 31 日現在） 

① 処理に関する事項 

供用開始年月日 平成 2 年 9 月 1 日 

地方公営企業法適 

（全部適用・一部適用）非適の区分 地方公営企業法適用（全部適用） 

処理区域内人口密度 37.9 人/ha 

流域下水道等への接続の有無 あり 

処理区数 1 

終末処理場数 なし 

参考資料:地方公営企業決算状況調査(令和 6 年度決算) 

 

三重県では、流域別下水道整備総合計画に基づき 3 流域 6 処理区の流域下

水道を計画しており、すべての処理区において事業を実施しています。本町は北勢沿

岸流域下水道(北部処理区)に属しています。 

また、本町は令和 5 年度に地方公営企業法を適用し、企業会計方式による予

算決算の調製を行っていいます。 

 

② 施設に関する事項 

下水管布設延⾧ 汚水管 65.8 ㎞ 

雨水管 4.8 ㎞ 

合流管 なし 

耐震化率（汚水の重要路線） 35.4％ 

ポンプ場・終末処理場数 なし 
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③ 使用料に関する事項 

本町の下水道使用料体系は、基本使用料をベースとした従量制を採用していま

す。使用水量が 20 ㎥までは基本使用料のみとなり、20 ㎥を超えると超過使用料が

加算されます。 

 

令和 7 年度現在の使用料表（税抜き） 
基本使用料（2 か月当たり） 

(２０㎥まで) 
超過使用料（１㎥当たり） 

金額 汚水量 金額 

1,480 円 21 ㎥～40 ㎥まで 131 円 

 41 ㎥～60 ㎥まで 149 円 

 61 ㎥～100 ㎥まで 167 円 

 101 ㎥～500 ㎥まで 185 円 

 501 ㎥以上 203 円 

 

【使用料についての考え方】 

使用料対象経費は、需要家費、固定費、変動費の 3 種類に分類され、各々の
経費の性質に応じた配賦基準により各使用者群に配賦することとされています。 

使用料対象経費のうち基本使用料として配賦するものは、基本的には需要家費
及び固定費とすることが適当とされていますが、下水道事業の特性により、使用料対
象経費に占める固定費が極めて大きいことから、固定費についてはその一部を基本
使用料として賦課し、他は超過使用料として賦課しています。 
 

【使用料改定年月（直近）】 

改定年月 改定率 

平成 29 年 4 月 
基本使用料 13.85% 

超過使用料 14.86％ 
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④ 組織に関する事項 

平成９年度から、水道課と下水道課を統合しています。組織体制は以下のとおり
です。 

 

 

 

 

 

 

 

【職員数の年度別推移】 

 

注:課⾧は職員数に含まず、課⾧補佐は下水道部門に含めて集計 

【職員年齢構成】 令和 7 年 4 月 1 日現在 

 

注:課⾧は含まず、課⾧補佐は下水道部門に含めて集計 

 

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3
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職員数（注）の年度別推移

水道部門 下水道部門

職員年齢構成（注）

25歳未満 25歳以上30歳未満 30歳以上35歳未満

35歳以上40歳未満 40歳以上45歳未満 45歳以上50歳未満

50歳以上55歳未満 55歳以上60歳未満 60歳以上65歳未満

下水道部門 1名

下水道部門 1名

下水道部門 1名

水道部門 1名

水道部門 1名水道部門 1名

課⾧ 

課⾧補佐 

下水道部門 水道部門 
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(2) これまでの主な経営健全化の取り組み 

【民間活用の取組】 
汚水管渠の点検・調査、維持管理を民間へ委託し、職員の事務作業の軽減を

図りました。 
 
【組織の効率化の取組】 

 水道事業と統合し組織の効率化を図りました。 
 
【財源についての取組】 

下水道の新規・更新事業を実施するにあたり、国庫補助金等の特定財源の確保
に努めました。 

また、水道課と統合し事務の共通化、職員数の削減を図り経費の削減を図りまし

た。 
 

(3) 現状分析 

平成 26 年度から、総務省の要請により、経営比較分析表を作成しています。公営

企業の経営状況について経年比較や類似団体比較を行うことで、経営戦略策定の基
礎としています。 

また、現状分析に当たっては、より詳細に把握するために近隣の類似団体及び本町

が近隣市町村と認識している自治体との比較や主要指標の経年比較を行いました。 
分析の指標は、経営比較分析表で使われている指標のほか、「公営企業の経営戦

略の策定等に関する研究会報告書」（平成 26 年 3 月 総務省）の指標等を参考

にしています。 
類似団体等との比較は令和５年度決算値、経年比較は令和１～6 年度決算値

にて分析しています。 
 

① 類似団体および近隣団体との比較 

現在区域内人口密度及び供用開始年度を考慮した総務省「経営比較分析表」
の類似団体区分（注）が朝日町と同じ「Cc1」（三重県川越町、愛知県新城市、岐
阜県岐南町、岐阜県笠松町）、及び本町が近隣市町村と認識している自治体
（三重県四日市市、桑名市、東員町、菰野町、川越町）について、令和 5 年度
決算値をもとに重要な指標を比較した結果は以下のとおりです。類似団体等平均を
50とした場合の偏差値を示したのが、レーダーチャートです。各指標が良好なほど、高
い偏差値を示すように算出しています。 

 
 



 

6 

 

注:令和 5 年度の類似団体区分 
 処理区域内人口 処理区域内人口密度 使用開始後年数別区分 

Cc1 3 万人未満 25 人/ha 以上 50 人/ha 未満 30 年以上 

 

【投資】 

 

 
 

  

0
10
20
30
40
50
60
70
80

有収率

普及率

水洗化率管渠改善率

有形固定資産

減価償却率

類似団体比較

朝日町 類似団体平均

0
10
20
30
40
50
60
70
80

有収率

普及率

水洗化率管渠改善率

有形固定資産

減価償却率

近隣団体比較

朝日町 近隣団体平均



 

7 

 

【収益性】 
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【財務（安全性）】 

 

 
 

類似団体等と比較して、投資面は同水準またはそれ以上であるのに対し、収益性
及び安全性は一部の指標が低い水準です。 

具体的には、普及率、水洗化率および有形固定資産減価償却率は高く、比較
団体に比べ下水道が普及し、固定資産の老朽化が進んでない一方で、経常収支
比率、繰入金対使用料割合、企業債残高対事業規模比率は低い水準であり、今
後の人口の変動や更新投資をふまえて、使用料水準及び企業債の起債規模が適
切な水準か検討する必要があります。 
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② 類似団体および近隣団体との比較（主な指標に関する分析） 

（ア） 投資について 

 有収率、普及率 
類似団体 近隣団体 

 

  
有収率 年間総有収水量÷年間汚水処理水量×100 

普及率 処理区域内人口÷行政区域内人口×100 

施設の稼働が収益につながっているかを示す有収率は、類似団体・近隣団体それぞれの平

均な水準です。いかに雨水等の流入を抑え有収率を 100%に近づけることができるかが課題

となります。 

下水道の整備がどの程度進んでいるかを示す普及率は、類似団体・近隣団体それぞれの

平均を上回り、100％に近い状況です。100%に近いほど、建設事業は完了に近づいてお

り、今後は維持管理や更新に重点をおいた経営に移っていくことを示しています。 
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 管渠改善率、有形固定資産減価償却率 
類似団体 近隣団体 

 

管渠改善率 改善（更新・改良・維持）管渠延⾧÷下水道布設延⾧×

100 

有形固定資産減価償却率 有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却

対象資産の帳簿原価×100 

当該年度にどの程度の管渠が更新されたかを表す管渠改善率は、類似団体・近隣団体そ

れぞれの平均を下回っています。これは、本町は供用開始が平成 2 年であり、耐用年数の到

来した管渠がないことによるものです。 

値が高いほど、老朽化した有形固定資産が多いことを示す有形固定資産減価償却率は、

類似団体・近隣団体それぞれの平均を下回っています。法定耐用年数を超過し、改築更新

の必要性が高い有形固定資産が少ないことを示しています。比較団体に比べ、短期的には更

新投資による経営負担は軽いと考えられます。 
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（イ） 収益性について 

 経費回収率、経常収支比率 
類似団体 近隣団体 

 

 
経費回収率 下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分除く）×100 

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100 

汚水処理にかかる費用を使用料収入で賄えているかを示す経費回収率は、類似団体・近

隣団体それぞれの平均を下回り、かつ目安となる 100%も下回っています。100%を下回る

場合、汚水処理費の一部を使用料収入以外の収入で賄っていることを示しています。公営企

業として独立採算性を高めるため、経費回収率を 100%まで向上させ、これを維持していくこ

とが求められます。 

経営の健全性を表す経常収支比率は、類似団体・近隣団体それぞれの平均を下回り、か

つ目安となる 100%をやや下回っています。将来にわたって健全な経営を続けていくためには、

100%以上の水準を維持することが望まれます。 
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（ウ） 財務（安全性）について 

 企業債残高対事業規模比率、事業収益対資金残高比率 
類似団体 近隣団体 

  

  
企業債残高対事業規模比率 （企業債残高-一般会計負担額）÷（営業収益-受託

工事収益-雨水処理負担金）×100 

事業収益対資金残高比率 （投資＋現金及び預金＋短期有価証券）÷事業収益

×100 

使用料収入に対する企業債残高の割合を表す企業債残高対事業規模比率は、類似団

体・近隣団体それぞれの平均を上回っています。この指標の明確な数値基準はありませんが、

類似団体等と比べると、将来の返済負担や利息負担が大きくなることが見込まれ、財務安定

性が低い状況です。 

比率が高いほど、事業運営に必要な運転資金を確保できていることを示す事業収益対資

金残高比率は、類似団体・近隣団体の平均を上回っています。この比率が 100%のとき、事

業収益 1 年分の運転資金を保有していることを示しています。 
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③ 経年比較 

（ア）投資について 

・ 有収率、普及率、水洗化率 

 

 

 
 

有収率は、令和 3 年度に一時

的に上昇しましたが、87%で安定

して推移しており、適切に維持管

理され施設の稼働を収益に繋げ

られています。 

普及率と、現在処理区域内人

口のうち、実際に水洗トイレを設

置して汚水処理をしている人口割

合を示す水洗化率は、いずれも

高い水準で推移しています。 

水洗化率の上昇は、下水道利

用者が増えることを意味し、使用

料収入が増加するため、健全な

事業運営へ繋がります。 

 

普及率 現在処理区域内人口÷行政人口×100 

有収率 年間総有収水量÷年間総配水量×100 

水洗化率 現在水洗トイレ設置済人口÷現在処理区域内人口×100 
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・管渠改善率、有形固定資産減価償却率 

 

 
 

過去 4 年間において、管渠改

善工事実績はありません。これ

は、供用開始が平成2年であり、

現時点で耐用年数の到来した管

渠がないことによるものです。な

お、令和元年～2 年度の管渠改

善工事は、管渠等の修繕による

ものです。近い将来、耐用年数を

迎える管渠が増えることから、財

源の確保の検討と、計画的な更

新を行っていく予定です。 

有形固定資産減価償却率

は、10%未満で推移していま

す。老朽化した資産が少なく、既

存資産の償却が進んでいる状況

です。 

管渠改善率 改善管渠延⾧÷下水道布設延⾧×100 

有形固定資産減価償却率 
有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却対象資

産の帳簿原価×100 
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（イ）収益性について 

・ 経費回収率、経常収支比率（法適用前は税込額で算出） 

 

 

経費回収率は、100%を下

回る状況が続いています。新型

コロナウイルスや物価変動の影

響を受け、悪化傾向にあるた

め、収入と経費の両面から改

善策を検討する必要がありま

す。 

ま た 、 経 常 収 支 比 率 も

100% を 下 回 っ て い ま す 。

100％を下回る場合、単年度

の経常収支が赤字であることを

示しています。経営改善に向け

た取組みが必要です。 

経費回収率 下水道使用料÷汚染処理費（公費負担分を除く）×100 

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100 
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（ウ）財務について 

・ 企業債残高対事業規模比率、事業収益対資金残高比率 

 

 
 

企業債残高対事業規模比

率は、平成 28 年度以降令和

4 年度まで年々低下していまし

たが、令和 5 年度より雨水事

業が増加したため上昇へ転じ

ました。雨水事業は、補助金

等を除く財源のほぼすべてを企

業債により賄っており、今後数

年は、雨水事業を予定してい

るため、高い水準で推移する

見込みです。 

事業収益に対する資金残

高の割合を示し、比率が高い

ほど資金繰りが安定しているこ

とを示す事業収益対資金残

高比率は、企業債の発行をし

ていることで増加傾向にありま

す。雨水事業に関する企業債

の増加により資金も増加してい

ます。雨水事業は基準内繰入

金の対象であり、一般会計か

らの繰入を充てることを見込ん

でいるものの、将来の財務の安

定性や将来の返済負担に注

意が必要です。 

企業債残高対事業規模比率 
（企業債残高-一般会計負担額）÷（営業収益-受託工事収

益-雨水処理負担金）×100 

事業収益対資金残高比率 （投資＋現金及び預金＋短期有価証券）÷事業収益×100 

 

【全体総括】 
類似団体等と比較して、固定資産の老朽化が進んでいる状況にはないものの、今後の更

新投資時期の到来により、財源の確保と計画的な更新が必要となることが予想されます。ま
た、類似団体等の中では、稼働状況は平均的な水準ですが、企業債への依存度が高いこ
とや、汚水処理費を使用料で賄えていない状況を踏まえると、使用料水準の見直しも含めた
改善策の検討が必要であると考えます。 
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3. 将来の事業環境 

(1) 処理区域内人口の予測 

本町の人口は、令和 2 年度の国勢調査では 11,021 人となっています。また、国立
社会保障・人口問題研究所による将来推計によると、平成 20 年に始まった日本の人

口減少は、今後若年人口の減少と老年人口の増加を伴いながら加速度的に進行す
ると推計されています。 

そうした中で、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口

（令和５年推計）」（以下、「社人研推計人口」という。）に基づき、人口の現状分
析を実施し、将来人口を推計しています。本町では、すでに普及率が 99%であること
から、下水道事業における処理区域内人口の試算において、行政区域内人口の増減

率に伴い処理区域内人口も推移することが想定されます。したがって、直近の令和 6
年度の処理区域内人口実績に社人研推計人口に基づく行政区域内人口の成⾧率
を乗じて、処理区域内人口を予測しました。 

平成 29 年度に 10,698 人であった処理区域内人口は、令和 6 年度は 10,969
人となり 2.53％増加しました。しかし、今後は行政区域内人口が徐々に減少する見
込みであることから、処理区域内人口も減少していくと見込まれます。 

 

 

参考資料:（予測）社人研推計人口 

（実績）地方公営企業決算状況調査（令和 2 年度～令和 6 年度）  
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(2) 有収水量の予測 

上記（1）において推計した令和 8 年度から令和 37 年度までの本町の処理区域
内人口予測に基づく有収水量の予測は上記表の棒グラフのとおりです。 

この推計における前提は以下の通りです。 
 

有収水量 家庭用＋業務用  

家庭用 前年度の有収水量×処理区域内人口の平均成⾧率 

業務用 前年度の有収水量×有収水量平均成⾧率０% 

 
家庭用有収水量は、将来の処理区域内人口の変動に連動し、減少することが見

込まれます。業務用水量の算出に使用する有收水量平均成⾧率は、今後大幅な変
動が見込まれないことから０%を採用しております。事業全体では、緩やかに減少しな
がら推移していくと見込んでいます。 

 

(3) 使用料収入の見通し 

使用料収入の見通しは、基本使用料と従量使用料に分解して推計しました。基本

使用料は、用途別に推計した戸数に基本使用料を乗じて算出し、従量使用料は、用
途別に、（2）で推計した有収水量に従量単価を乗じて算出しています。 

 
家 

庭 

用 

基本使用料 前年度の戸数×処理区域内人口の平均成⾧率×基本使用料単価 

従量使用料 有収水量×従量単価 

従量単価 直近 5 年の従量使用料合計÷有収水量合計 

業 

務 

用 

基本使用料 前年度の戸数×平均成⾧率 0%×基本使用料単価 

従量使用料 有収水量×従量単価 

従量単価 直近 3 年の従量使用料合計÷有収水量合計 

 

（2）において推計したとおり、有収水量は減少傾向にあるため、使用料収入も減
収していくことが見込まれます。 
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(4) 投資の見通し 

ストックマネジメント計画、上下水道耐震化計画などの投資計画を反映して見通し
を試算しました。 

一時的に工事が集中する令和 7 年度、令和 12 年度を除けば、令和 15 年度まで
は 2 億円～4 億円、令和 16 年度以降は 2 億円程度を支出する見込みです。令和
15 年度までは、耐震化工事や雨水幹線工事を進めるため、投資額が増加する予定

です。 
 

 
参考資料:朝日町下水道ストックマネジメント計画、総合地震計画、直近の工事実績 

 

(5) 組織の見通し 

業務内容に適した人員配置に努めます。  
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4. 経営の基本方針 
近年、豪雨や地震などの自然災害が多く発生しており、下水道施設の安全を守ることが

重要となっています。老朽化した施設を計画的に改修し、限られた予算の中で安定した運

営を継続できるよう取り組むことが求められます。今後も町民の皆さんが安心して下水道を
利用できるよう、次の方針に基づき進めていきます。 

まず、災害に強い下水道施設づくりを進めます。小向雨水幹線事業により排水能力の向

上を図り、集中豪雨による内水氾濫の抑制につなげます。内水浸水リスクマネジメント推進
事業では、浸水の危険を明確にし、地域全体での防災体制の充実を目指します。さらに、
上下水道耐震化計画事業および朝日町下水道事業業務継続計画（BCP）に基づき、

マンホールポンプや制御盤の改修を計画的に進め、地震や停電などの非常時においても排
水機能を維持できるよう、耐震化に取り組み、安心して利用できる体制の整備を推進しま
す。 

次に、施設を⾧く安全に使うための管理と更新を進めます。ストックマネジメント計画事業
により、施設の点検・評価を行い、改修の優先順位を整理しながら、維持管理費の削減や
更新費用の平準化につなげます。また、適切な管理を行うことで有収率の低下を防ぎ、資

産の稼働が収益につながるよう努めます。 
また、官民連携方式（ウォーターPPP）導入事業を推進します。民間の技術や経験を

活かし、維持管理の効率化や事業の質の向上を図ることで、限られた職員体制の中でも安

定的なサービス提供を目指します。 
さらに、健全な財政運営の確保に努めます。雨水事業は多額の事業費を要するため、地

方債の活用と一般会計からの繰入金を適切に組み合わせ、計画的かつ持続可能な資金

運営を進めます。経営比較分析表などを活用して経営状況を確認し、下水道使用料や投
資計画の見直しを行いながら、経費回収率の向上と経常収支比率の改善を図り、⾧期的
な安定経営を図ります。 

これらの方針のもと、朝日町下水道事業は、災害に強く、環境にやさしく、町民が安心し
て利用できる下水道サービスの提供を目指して取り組みます。 
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5. 投資・財政計画 

(1) 投資・財政計画（収支計画） 

① 前提条件 

今後 10 年間における投資・財政計画(収支計画)の策定にあたっての前提条件は
次のとおりです。また、前提条件を定めるにあたり考慮した目標や取り組みは、次の（2）

に記載のとおりです。 
項 目 前 提 条 件 

収 

益 

的 

収 

支 

収  

入 

営業 

収益 

使用料収入 
過年度の実績を踏まえた将来見込みにより算定 
※令和 10 年度及び令和 15 年度に使用料を改定すると仮定 

雨水処理 

負担金 

過年度の実績と将来の投資計画を踏まえて算定 

その他 令和 5 年度から令和 6 年度実績の平均値より将来見込みを算定 

営業外

収益 

他会計繰入金 過年度の実績と将来の投資計画を踏まえて算定 

その他 令和 5 年度から令和 6 年度実績の平均値より将来見込みを算定 

支  

出 

営業 

費用 

職員給与費 令和 7 年度予算額を基準に将来見込みを算定 

流域下水道維持

管理負担金 

有収水量×維持管理負担金 1 ㎥当たり単価（※） 

※負担金の単価改定のあった令和 6 年度実績より算出 

雨水排水機場維

持管理負担金 

（総水量－有収水量）×維持管理負担金 1 ㎥当たり単価（※） 

※令和 5、6 年度実績および令和 7 年度予算額をもとに算出 

その他 令和 5 年度から令和 6 年度実績の平均値に物価上昇を考慮して将来見

込みを算定 

営業外

費用 

支払利息 将来の投資計画を踏まえて算定 

その他 令和 5 年度から令和 6 年度実績の平均値より将来見込みを算定 

資 

本 

的 

収 

支 
収  

入 

地方債 将来の投資計画を踏まえて算定 

他会計補助金 令和 5 年度から令和 6 年度の実績を踏まえ将来見込みを算定 

国(県)補助金(交付金) 将来の投資計画を踏まえて算定。 

工事負担金 令和 7 年度予算額を基準に算定 

支
出 

建設改良費 将来の投資計画を踏まえて算定 

地方債償還金 将来の投資計画を踏まえて算定 

 

② 投資・財政計画 

使用料収入を現状の料金体系として、使用料収入以外は上記①の前提条件で
投資・財政計画（収支計画）を作成すると、計画期間末の令和 17年度まで継続
的に収益的収支の赤字が発生し、経費回収率が年々低下する試算となりました。 

そのため、令和 10 年度に一律＋15％、令和 15 年度に一律＋15％の使用料
改定を仮定してシミュレーションを行いました。 
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使用料改定により収入が増加するため、令和 15 年度以降、収益的収支は黒字
を維持して推移します。また、経費回収率も上昇し、100%前後で推移する試算で
す。 

なお、今回用いた使用料の改定率はシミュレーション上の仮定であるため、実際に
は、審議会等を踏まえ、改定率を詳細に検討します。 
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(2) 投資・財政計画（収支計画）の作成にあたっての説明 

① 収支計画のうち投資についての説明 

投資目標 
 耐震化を計画的に推進し、耐震化率（汚水の重要な幹

線）70.5%を達成する。 

 有収率 87%を維持する。 

本町は令和 7 年度現在で供用開始後 35 年を経過しており、管渠の耐震化率
は 35.4％となっています。避難所等の重要な施設に接続する下水道管路等につい
ては、令和 11 年度末までに耐震化率（汚水の重要な幹線）70.5%を達成する
ため、「朝日町上下水道耐震化計画」（令和7年1月）等に沿って取り組みます。 

有収率の低下は、使用料で回収できない汚水処理費が増加し、経営状況の悪
化につながります。令和 6 年度の有収率 87%を維持するよう、「「朝日町下水道ス
トックマネジメント計画」（平成 30 年 3 月）等に沿った点検・調査と修繕、改築・
更新に取り組みます。 
 

【計画期間内に実施する主な投資の内容】 

自然災害に備え、浸水対策工事及び総合地震対策工事を推進します。 
 

【収支計画の策定にあたって反映した主な取り組み】 

浸水対策工事として、雨水幹線事業に対し、年間 1 億円～2 億円の支出を予

定しています。また、川越町雨水排水機場の改築・更新に対し、年間 1 億円前後の
支出を予定しています。 

また、耐震化工事費として、令和 7 年度及び令和 8 年度に年間 1 億 4 千万円

前後の支出を予定しています。 
 

② 収支計画のうち財源についての説明 

財源目標 ・令和 17 年度までに経費回収率 90％以上を達成する。 

・令和17年度までに経常収支比率100%以上を達成する。 

令和６年度の経費回収率は 81.7%で、100%を下回っており、汚水処理費用

を使用料で賄えていない状況です。また、今後、人口減少等による減収や物価上昇

によるコストの増加が見込まれ、経費回収率は悪化していくことが予想されます。また、

令和 6 年度の経常収支比率は 95.8%であり、指標の目安となる 100%を下回っ

ています。 
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将来に渡り、安定したサービスを提供するため、経費回収率、経常収支比率の向

上に向けた取組を進めていきます。 

 

③ 収支計画のうち投資以外の経費等についての説明 

流域下水道維持管理負担金は、人口の将来見込みを踏まえ、維持管理負担
金単価×有収水量により算定しています。維持管理負担金単価は、令和 6 年度実
績より算出した単価にとしています。 

また、その他の項目については、本町下水道事業は普及率が100％近く、有収水
量も微減の見込みであることから、固定的な収支は変動が小さいものと考え、法適用
後の過去 2 年平均（令和 5 年度から令和 6 年度）に、物価上昇率を見込んで
推計しています。 
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(3) 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取り組みや今後検討予定の取り組みの

概要 

【広域化に関する事項】 

本町は、今後、人口が緩やかに減少していくことが見込まれており、大規模な更新投
資を前に、それに見合った使用料収入の大幅な増加は見込めません。また、全国的に

は今後、人口減少等の影響を受け、使用料収入は減少傾向が顕著となってくることが
予想されます。加えて、少子化に伴う生産年齢人口の減少により、事業を担う職員の
確保も厳しくなってくると見込まれます。そのような中で、必要な資金と人材の確保の対

策の一つとして広域化・共同化が挙げられます。 
総務省、農林水産省、国土交通省及び環境省からの要請により、「三重県汚水処

理事業広域化・共同化計画」が策定されました。本町下水道事業においても、将来に

渡った安定的なサービスの提供を図るため、三重県や近隣団体と積極的に連携し、広
域化・共同化の可能性を慎重に模索していきます。 

 

【使用料に関する事項】 

事業環境の変化に対応し安定的な経営を図るため、今後の有収水量の推移等を

踏まえ、使用料の定期的な検討・見直を行います。 
 

【町民サービスに関する事項】 

令和３年度から料金徴収業務の多様化を図るため、口座振替や役場・金融機関

の窓口納付に加え、全国のコンビニエンスストアでの納付、スマートフォン決済アプリを利
用した納付を追加し、お客さまの利便性を高めています。 

また、令和７年度から Line での情報発信・簡易な申請業務を開始し、お客さまサ

ービスの向上に向けた取組みを進めています。 
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6. 経費回収率の向上に向けたロードマップ 
国土交通省「社会資本整備交付金交付要綱の改正について」（令和 2 年 3 月 31

日国官会第 29901 号）に基づき、経費回収率の向上に向けたロードマップを以下に示し

ます。 
●改定、◇検証 

 
R5 

法適化 

R6 

実績 
R7 R8 R9 R10 R11 

R12 

目標 
R13 R14 R15 R16 

R17 

目標 

経費回収率 81.7% 81.8%      
81%

以上 
    

90%

以上 

経常収支比率 97.6% 95.8%      
95%

以上 
    

100%

以上 

経営戦略の改定・検

証 
◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ● ◇ ◇ ◇ ◇ ● 

使用料改定の必要

性の検証 
    ◇     ◇    

コスト削減の取組み 
 

           
 

 

法適用化から 5 年が経過する令和 9 年度までに使用料改定の必要性の検討を予定

しています。令和 9 年度以降も、概ね 5 年に 1 度、使用料改定の必要性の検証を行

い、コスト削減の取組みとあわせて経費回収率の向上を目指します。 

 

7. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 
経営戦略の推進のため、毎年度目標指標の達成状況を把握することで、進捗管理を

行います。 

経営戦略は、5 年に 1 度経営戦略における投資・財政計画と実績とのかい離及びその

原因を分析します。その結果を経営戦略等に反映させる「計画策定（Plan）-実施

（Do）-検証（Check）-見直し（Action）」を導入し、目標の達成状況や経営戦略

を見直します。 

 


